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３-５.２.料金体系
　本市の料金体系は、昭和41（1966）年のいわき市発足当時から昭和44（1969）年のいわき市水
道事業創設期を経て昭和46（1971）年までの間、用途別の料金体系を採用していましたが、昭和47
（1972）年１月の料金改定では、用途別の料金格差や簡易水道料金の地域格差等を解消するために、
用途別から口径別の料金体系に切り替え（船舶用及び私設消火栓消防演習用を除く）、以後、この体
系を維持しています。
　なお、本市の水道料金は、「基本料金」と「水量料金」で構成する二部料金制としています。

表40　基本料金と水量料金

表41　基本料金と水量料金

無差別制

・単純均一制

差別制

・口径別料金
・用途別料金
・季節別料金
・逓増型料金
・逓減型料金等

出典：（公社）日本水道協会「水道料金改定業務の手引き」を改編

図24　料金体系の類型

種　別

基本料金

水量料金

使用水量の有無に関わらず口径や用途に応じて、水道使用者に負担してもらう料金

使用水量に応じて、水道使用者に負担してもらう料金

定　義

第３章　水道事業の概況
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第４章　現状と課題

4 -1.「安全」の現状と課題

　本市の水道水源は河川表流水への依存度が高くなっています。近年は大規模な取水停止とな
るような水源水質事故等の事例はないものの、昨今の異常気象を起因とする急激な高濁度水の
発生や、地球温暖化等に伴う河川水等の異臭発生、交通事故等による油の河川流入、さらには、
水道水の消毒に使用される塩素と水中の有機物が反応して生成される消毒副生成物など、水道
水の安全性の確保に対するリスクが高まっています。
　このことから、本市においては、将来にわたって安全な給水を行えるように水源河川の監視や
水源保全の啓発等の水源保全対策にさまざまな施策を講じています。また、浄水場から遠距離
にある配水管の末端での残留塩素¹濃度の確保対策や、粉末活性炭を用いた異臭味・消毒副生成
物対策、さらにはクリプトスポリジウム²等の耐塩素性病原生物の汚染対策等を含めた水安全計
画の推進などの施策を継続して実施していくことが必要です。

4-1.１.安全な水の確保

　水道水は、水道局が管理をする配水管から宅地に引き込まれた給水管などの給水装置を通っ
てお客さままで届けられます。給水装置は、お客さまが維持し管理することとなっており、その
維持管理のあり方によっては、蛇口における水質に影響を及ぼすことが考えられます。
　本市では、これまでも受水槽などの貯水槽水道設置者に対する助言や情報提供を実施してき
たほか、鉛製給水管の布設替えを推進するなど給水装置の管理の適正化に努めており、今後も給
水装置の事故や維持管理不備による水質事故が起きないよう、さまざまな対策を講じていく必
要があります。

4-1.３.給水装置等の適正管理

　水道の水質基準は、水道法及び同法の関係法令で定められており、水道水は、水質基準に適合
するものでなければなりません。また、水道事業者は水道法により水質検査の義務が課せられ
ています。
　本市では、水質基準以外にも、国が水質管理目標設定項目（水質管理上留意すべき項目）や要
検討項目（毒性評価が定まらない物質や水道水中での検出実態が明らかでない項目）に位置付け
た項目等を加え、毎年、水質検査計画を策定し水源から蛇口までのきめ細かな水質検査を実施す
ることで、水質管理に万全を期してきました。
　また、平成23（2011）年に発生した原発事故以降は、原発事故により拡散した放射性物質の
水道水への影響を確認するため、放射性物質のモニタリング検査を水質検査の項目に追加し、水
質検査体制の強化を図ってきました。
　近年では、お客さまの水道水離れが進む中、地球温暖化などの影響により、急激な気象状況の
変化による局所的な豪雨の発生やダム湖などにおける富栄養化など原水水質の悪化が懸念され
ていることから、安全でおいしい水道水を供給するため、水質管理の取組をさらに強化するなど、
水道水への信頼を一層向上させていくことが求められます。

4-1.２.適正な水質管理

1  水に注入した塩素が消毒効果をもつ有効塩素として消失せずに残留している塩素。
2  ヒトや家畜などのほ乳類の腸管に寄生する原虫の一種で、体内に入ると下痢や腹痛等を引き起こす。水道水の消毒に
　 用いられる塩素に対して強い抵抗性を持っているが、通常の浄水処理で除去することができる。本市では、濁度管理等
　 の徹底とともに、定期的にクリプトスポリジウム等の検査を行い、水道水の安全性を確認している。

第４章　現状と課題

4 -2 .「強靭」の現状と課題

　日本の将来推計人口は、今後、長期にわたって減少が続くと推測されています。
　本市の人口は、近年、震災や原発事故に伴う本市への人口流入等があり一時的に増加したもの
の、現在の年齢別の人口構成や出生率の状況を踏まえると、減少傾向が継続することが確定的で
あることに加え、国より先行して減少している現況にあるため、国の水準を上回って進行すると
見込まれます。
　こうした人口の減少は、直接的に給水人口の減少に結びつき、ひいては、有収水量¹及び水道料
金収入の減少につながることから、今後、水道事業の経営環境は厳しくなることが予想されます。
　水需要は、人口減少や節水意識の向上等により、平成６（1994）年度の年間有収水量
46,232,633㎥をピークに減少傾向にあります。水需要の減少は、経営を持続する上で必要な水
道料金収入を減少させて、財政状況が悪化するほか、施設利用率の低下を招いて事業効率も悪化
するなど、水道事業全体のあり方に大きな影響を及ぼすことから、災害時における安定給水のた
めの施設能力の確保を考慮しながらも水需要の減少を踏まえた水道システムへの再構築が必要
です。

４-２.１.水道施設の再構築

1  浄水場から送り出された水量（配水量）のうち、水量料金徴収の対象となった水量をいう。

図26　配水量の予測と施設能力の推移イメージ
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第４章　現状と課題

　水道事業は、地震、浸水、土砂災害、水質事故、渇水などの自然災害に加え、施設事故や管路事
故など、断水につながるさまざまなリスクを抱えています。
　近年では、首都直下地震や南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺型地震などの巨大地震の
発生リスクの高まりに加え、豪雨、高潮、暴風など気候変動の影響等に伴う気象の急激な変化に
よる自然災害の頻発化、激甚化により、施設の耐震化をはじめとした各種自然災害への対策の重
要性が高まっています。
　また、施設の老朽化が進むにつれ、事故リスクが高まることが予測されることから、重要度や
影響度に応じた計画的な更新も必要となっています。

４-２.２.自然災害等への対策

　平成23（2011）年３月11日に発生した東日本大震災において、本市では震度６弱の激しい揺
れと度重なる余震により、広範囲にわたり水道施設に深刻な被害を受け、市内の至るところで漏
水が発生したため、地震発生から約２時間以内でほとんどの配水池の貯留量がなくなり、市内の
ほぼ全域（約13万戸）で断水となりました。
　浄水施設については、機能に大きく影響するような被害はなかったものの、場内の地盤沈下や
送水管等の被害が生じました。配水施設については、配水池敷地内の地盤沈下、津波による水管
橋崩壊、配水管の流失・折損等の被害がありました。特に配水管については、水運用において重
要な管路に位置付けている基幹管路（φ350㎜以上）の被害が32か所、基幹管路以外の配水管の
被害が422か所と甚大な被害を受けました。
　被害を受けた管種の大半は、本市では最も多く使用されている塩化ビニル管でした。また、重
要な給水施設である救急病院への応急給水は、給水車による運搬給水に頼らざるを得ず、一部の
地域を除き一般家庭への給水は、耐震性貯水槽からの給水のみとなるなど、市民への応急給水は
困難を極め、津波被災地区を除いて市内全体への通水作業が終了するまでに約40日を要しまし
た。

（東日本大震災の経験）

図27　東日本大震災における被害状況

【敷地内の地盤沈下が発生した平浄水場】 【山玉浄水場のφ800 ㎜送水管の漏水修理】 【クラックが発生した八幡小路高架タンク】

【断層による被害を受けた鷹ノ巣浄水場】 【津波による被害を受けた大平川横断配水管】 【応急給水の様子（鹿島SC エブリア駐車場）】
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図28　平浄水場の浸水状況

　令和元年東日本台風に伴う大雨により、10月12日から13日にかけて、夏井川など複数の河川で
堤防の決壊や越水があり、市内の各所で洪水による水害や土砂災害が発生しました。これに伴い、
市内で最大の浄水能力を有する平浄水場をはじめとする水道施設が浸水によって機能停止となり、
13日から市内の３分の１にあたる約45,400戸が断水するなど甚大な被害を受けました。
　平浄水場では、屋外受電盤及び浄水場管理棟内電気室が浸水により水没したことで、外部電源
を受電することができず、浄水場内のすべての設備が停電し、その間、仮設電源での対応を余儀
なくされました。水没した計器類の復旧作業については、可能な限り早期の復旧を目指すため、
洗浄及び乾燥等の修理と同時に、新品の調達を実施したことから、多くの費用を要しました。

（令和元年東日本台風による経験）

　本市におけるこれまでの災害対策は、阪神淡路大震災等の事例や東日本大震災の経験を踏ま
えた地震対策を中心としてきました。
　しかしながら、令和元年東日本台風による豪雨災害を受け、浸水被害を受けた平浄水場に限ら
ず、浸水区域にある水道施設についての対策を検討する必要性が生じています。
　また、令和元年房総半島台風により千葉県内で停電が発生し、断水が長期化したことや、地震
や豪雨に伴う土砂災害が各地で発生するなど、停電対策や土砂災害対策についても重要性が高
まっています。
　一方、国においては、近年の豪雨、高潮、暴風など、気候変動の影響等による気象の急激な変
化や自然災害の頻発化・激甚化により、これらの対策の重要性が一層増していることを踏まえ、
平成30（2018）年12月に「防災、減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」を定め、水道分野
では水道施設の緊急対策（停電対策、土砂災害対策、浸水災害対策、地震対策）が実施されていま
す。さらに、令和２（2020）年12月には「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」
がまとめられ、取組の更なる加速化・深化を図るため、重点的かつ集中的に対策を講じています。

（災害の経験を踏まえた効果的な災害対策）

管理棟（電気室・ポンプ室・薬品注入室入口）（浸水深　床上から約62cm）

【水が引いた後】

濃縮槽、脱水機棟、排水池（浸水深　地盤から約125cm）

【浸水時】
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第４章　現状と課題

　水道事業は、地震、浸水、土砂災害、水質事故、渇水などの自然災害に加え、施設事故や管路事
故など、断水につながるさまざまなリスクを抱えています。
　近年では、首都直下地震や南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺型地震などの巨大地震の
発生リスクの高まりに加え、豪雨、高潮、暴風など気候変動の影響等に伴う気象の急激な変化に
よる自然災害の頻発化、激甚化により、施設の耐震化をはじめとした各種自然災害への対策の重
要性が高まっています。
　また、施設の老朽化が進むにつれ、事故リスクが高まることが予測されることから、重要度や
影響度に応じた計画的な更新も必要となっています。

４-２.２.自然災害等への対策

　平成23（2011）年３月11日に発生した東日本大震災において、本市では震度６弱の激しい揺
れと度重なる余震により、広範囲にわたり水道施設に深刻な被害を受け、市内の至るところで漏
水が発生したため、地震発生から約２時間以内でほとんどの配水池の貯留量がなくなり、市内の
ほぼ全域（約13万戸）で断水となりました。
　浄水施設については、機能に大きく影響するような被害はなかったものの、場内の地盤沈下や
送水管等の被害が生じました。配水施設については、配水池敷地内の地盤沈下、津波による水管
橋崩壊、配水管の流失・折損等の被害がありました。特に配水管については、水運用において重
要な管路に位置付けている基幹管路（φ350㎜以上）の被害が32か所、基幹管路以外の配水管の
被害が422か所と甚大な被害を受けました。
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要な給水施設である救急病院への応急給水は、給水車による運搬給水に頼らざるを得ず、一部の
地域を除き一般家庭への給水は、耐震性貯水槽からの給水のみとなるなど、市民への応急給水は
困難を極め、津波被災地区を除いて市内全体への通水作業が終了するまでに約40日を要しまし
た。

（東日本大震災の経験）

図27　東日本大震災における被害状況

【敷地内の地盤沈下が発生した平浄水場】 【山玉浄水場のφ800 ㎜送水管の漏水修理】 【クラックが発生した八幡小路高架タンク】

【断層による被害を受けた鷹ノ巣浄水場】 【津波による被害を受けた大平川横断配水管】 【応急給水の様子（鹿島SC エブリア駐車場）】

断層
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図28　平浄水場の浸水状況

　令和元年東日本台風に伴う大雨により、10月12日から13日にかけて、夏井川など複数の河川で
堤防の決壊や越水があり、市内の各所で洪水による水害や土砂災害が発生しました。これに伴い、
市内で最大の浄水能力を有する平浄水場をはじめとする水道施設が浸水によって機能停止となり、
13日から市内の３分の１にあたる約45,400戸が断水するなど甚大な被害を受けました。
　平浄水場では、屋外受電盤及び浄水場管理棟内電気室が浸水により水没したことで、外部電源
を受電することができず、浄水場内のすべての設備が停電し、その間、仮設電源での対応を余儀
なくされました。水没した計器類の復旧作業については、可能な限り早期の復旧を目指すため、
洗浄及び乾燥等の修理と同時に、新品の調達を実施したことから、多くの費用を要しました。

（令和元年東日本台風による経験）

　本市におけるこれまでの災害対策は、阪神淡路大震災等の事例や東日本大震災の経験を踏ま
えた地震対策を中心としてきました。
　しかしながら、令和元年東日本台風による豪雨災害を受け、浸水被害を受けた平浄水場に限ら
ず、浸水区域にある水道施設についての対策を検討する必要性が生じています。
　また、令和元年房総半島台風により千葉県内で停電が発生し、断水が長期化したことや、地震
や豪雨に伴う土砂災害が各地で発生するなど、停電対策や土砂災害対策についても重要性が高
まっています。
　一方、国においては、近年の豪雨、高潮、暴風など、気候変動の影響等による気象の急激な変
化や自然災害の頻発化・激甚化により、これらの対策の重要性が一層増していることを踏まえ、
平成30（2018）年12月に「防災、減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」を定め、水道分野
では水道施設の緊急対策（停電対策、土砂災害対策、浸水災害対策、地震対策）が実施されていま
す。さらに、令和２（2020）年12月には「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」
がまとめられ、取組の更なる加速化・深化を図るため、重点的かつ集中的に対策を講じています。

（災害の経験を踏まえた効果的な災害対策）

管理棟（電気室・ポンプ室・薬品注入室入口）（浸水深　床上から約62cm）

【水が引いた後】

濃縮槽、脱水機棟、排水池（浸水深　地盤から約125cm）

【浸水時】

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

第
９
章

資
料
編

47



第４章　現状と課題

　水道事業は、地震発生時においても、お客さまに良質な水道水を安定供給することが求められ
る事業であり、大規模地震における被害発生の予防と被害拡大の防止に向けた対策を進めるこ
とが重要です。
　東日本大震災時には、浄水施設は、設備の一部に被害があったものの、すべての施設で稼働を
継続することができました。一方、市内各所で水道管からの漏水が多発したため、市内のほぼ全
域にわたる約13万戸が断水する事態となり、特に基幹管路に被害が集中したことで断水が長期
化したことなどから、震災時の経験を踏まえた管路の耐震化を進めることが必要です。
　令和２（2020）年度末現在における本市の管路の耐震化率12.6％を踏まえると、管路の耐震
化率を早期に100％にすることは不可能であることから、基幹管路など影響の大きい管路の耐
震化を計画的に進めていくことが必要になります。また、浄水場や配水池などの水道施設につ
いても、耐震補強や更新による耐震化を計画的に進めることにより、地震災害に強い水道施設を
構築することが必要です。

４-２.３.個別対策と相互融通によるバックアップ機能強化
1）　地震対策（耐震化）の必要性

図30　基幹管路の耐震管率の推移

図29　管路の耐震管率の推移

　こうした状況を踏まえ、本市では、水道施設への被害そのものの発生を抑制するための個別対
策による施設の強靭化と被害の発生により断水が生じたときの影響を最小化するためのバック
アップ機能強化を効果的に実施していくことが、本市の水道システム全体の強靭化において重
要となっています。
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図32　配水池の耐震化率の推移

図31　浄水施設の耐震化率の推移

　東日本大震災では、巨大な津波が観測され、沿岸部の水道施設においては施設の冠水、水管橋・
橋梁添架管の流失、配水管の洗堀や破損等の被害を受け、断水が長期化する原因となりました。
　令和元年東日本台風による大雨では、夏井川など複数の河川で堤防の決壊や越水があり、市内
の各所で発生した洪水により、平浄水場をはじめとする水道施設が浸水によって機能停止とな
り、大規模な断水が生じました。
　本市は、東側が太平洋に面しており沿岸部は南北約60㎞に渡ります。また、水源のほとんど
を河川表流水に依存しています。そのため、津波や浸水による水害が発生した場合の影響は少
なくありません。しかし、すべての施設の津波・浸水対策を同時期にすることは不可能であるこ
とから、これまでの経験を踏まえて、重要度に応じた対策を進めていく必要があります。
　なお、津波や浸水による水道施設の被害を予防するためには、津波や浸水が想定される地域に
設置された水道施設について、過去に発生した災害等を考慮し、防水壁や防水パネルの設置など
防水構造化を図ることが重要となります。

2)　津波・浸水対策の必要性
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第４章　現状と課題
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第４章　現状と課題

　近年、豪雨や地震等を原因とした土石流や山腹崩壊が発生しており、水道施設が土砂に埋まり、
大規模な断水が発生するなどの事例が全国で確認されています。
　本市においても、昭和51（1976）年の四倉地区の栗木作貯水池及び平成9（1997）年の常磐上
湯長谷町地内の常磐配水池の地すべり、平成23（2011）年の東日本大震災における好間町地内
の大滝江筋用水路の落石による被害が発生しており、栗木作貯水池の地すべり及び常磐配水池
の地すべりでは、水道施設への被害に加え大規模な断水も発生しています。
　水道は、各家庭に一定の水圧を保ちながら水を送り届けるために多くのエネルギーを必要と
しますが、省エネルギー化などのため標高の高い場所に配水池などを造り、自然の力である位置
エネルギーを活用しています。しかし、標高の高い場所は、土砂災害の危険性を有する場合もあ
ることから、がけ崩れ、地すべり、土石流の土砂災害の危険性を把握し、危険性に応じた土砂災
害対策を講じることが重要となっています。

3)　土砂災害対策の必要性

図34　東日本大震災における大滝江筋用水路の被害状況

図33　平成9年の常磐配水池の土砂災害状況
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図36　非常用発電機接続用端子盤

図35　上野原浄水場の非常用自家発電設備

　水道システムは、電力への依存度が高く、停電が発生した場合、導水、浄水、送水、配水の各機
能の停止や遠隔監視制御の停止など大規模断水につながるリスクが高くなります。
　近年、豪雨や暴風など気候変動の影響等による気象の急激な変化や台風、地震などの自然災害
が頻発化、激甚化しており、これらを要因とした停電により、大規模な断水が発生し、長期化す
る事例が全国的に発生しています。
　本市では、２回線受電（予備電源や予備線での受電）や無停電電源装置等を設置している施設
は複数あるものの、非常用自家発電設備を設置している施設は上野原浄水場のみであり、広域的
な停電が長期的に発生した場合の影響は非常に大きなものとなります。また、本市では、起伏に
富む地勢という特性から標高差が大きく、ほとんどの配水方式は自然流下であるものの、配水池
への送配水は、ポンプを使用していることから、停電が長期化した場合は、大規模な断水につな
がるおそれがあります。
　そのため、停電対策に当たっては、非常用自家発電設備の設置や非常用発電機接続用端子の整
備、電源車・発電機の確保、２回線受電の採用、無停電電源装置等の設置などの対策を施設の重
要度に応じて実施する必要があります。

4)　停電対策の必要性
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第４章　現状と課題
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　近年、豪雨や暴風など気候変動の影響等による気象の急激な変化や台風、地震などの自然災害
が頻発化、激甚化しており、これらを要因とした停電により、大規模な断水が発生し、長期化す
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　本市では、２回線受電（予備電源や予備線での受電）や無停電電源装置等を設置している施設
は複数あるものの、非常用自家発電設備を設置している施設は上野原浄水場のみであり、広域的
な停電が長期的に発生した場合の影響は非常に大きなものとなります。また、本市では、起伏に
富む地勢という特性から標高差が大きく、ほとんどの配水方式は自然流下であるものの、配水池
への送配水は、ポンプを使用していることから、停電が長期化した場合は、大規模な断水につな
がるおそれがあります。
　そのため、停電対策に当たっては、非常用自家発電設備の設置や非常用発電機接続用端子の整
備、電源車・発電機の確保、２回線受電の採用、無停電電源装置等の設置などの対策を施設の重
要度に応じて実施する必要があります。
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第４章　現状と課題

　本市は、広域かつ起伏の多い地勢であることから、他の水道事業体と比較して水道施設を多く
保有しなければならない環境下にあります。さらに、本市の水道施設は、昭和41（1966）年の
合併以降、水需要の増加にあわせて集中的に整備したものであるため、今後は、浄水場などの基
幹水道施設が順次更新時期を迎えることとなり、増大する更新需要への対応が必要となります。

5)　施設の老朽化に伴う適正更新

　浄水場については、現時点では、法定耐用年数を超える施設はありませんが、泉浄水場を皮切
りに令和10（2030）年代から順次更新時期を迎え、大規模な再整備事業に着手することとなり
ます。
　浄水場の再整備には、長い時間と多くの費用を必要とするため、アセットマネジメント¹の手
法を活用し、できる限り更新需要の平準化に努める必要があります。また、再整備に当たっては、
再整備期間中の予備力が大幅に低下する場合も想定されることから、対象となる浄水場だけで
なく、取水、導水、送水、配水施設の水道施設全体の運用やさまざまなリスクへの対応について
も考慮した上で、総合的に浄水場の再整備計画を検討する必要があります。

①　浄水場の再整備

図37　浄水場再整備スケジュール

1  今後必要な施設更新等の費用と、施設更新等への投資可能額について将来見通しを算定し、投資の可能額が不足すれば、
　 その財源を確保するような検討を行い、持続可能な事業運営を目指すという資産管理の手法をいう。
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図39　法定耐用年数超過設備率の推移

図38 法定耐用年数超過浄水施設率の推移

　本市は、給水区域が広大で起伏に富む地勢であることも相まって、94か所の配水池と83か所
のポンプ場を有しています。これらの多くは昭和40年代から昭和60年代に建設されたものであ
り、今後大量に更新時期を迎えることとなることから、水道施設総合整備計画（水道施設整備計
画）において定めた標準的な使用年数（標準使用年数）のみによることなく、長寿命化計画に基づ
く点検等により延命化に努め、各施設の劣化状況を見極めながら計画的な更新を図ることが重
要です。

②　施設の更新

　本市は、給水区域が広大であることから、導送配水管の総延長は約2,275㎞に及びます。管路
の更新については、前経営プランにおいて、老朽管更新事業を最重要事業に位置付け、年間更新
率¹1.16％（年間更新延長26㎞）を目標に事業に取り組んできたことから、近年の更新率は全国
平均よりも高い水準を維持しています。今後は、導水管や送水管、配水本管といった運用上重要
な管路も更新時期を迎え、更新需要が増大することから、水道施設総合整備計画（管路整備計画）
において管種等によって定めた標準的な使用年数（標準使用年数）のみによることなく、重要度
や漏水の状況を勘案して、これまで以上に効率的で効果的な更新に努めることが必要となりま
す。
　特に漏水時の影響が低い口径200㎜未満の配水支管などについては、漏水時の影響の把握な
どのリスク管理を行いながら、長寿命化計画に基づく点検等により延命化に努め、更新費用の抑
制を図ることが重要です。

③　管路の更新

1  管路の総延長に対する更新された管路の割合を示すもの。
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第４章　現状と課題
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第４章　現状と課題

図40　法定耐用年数超過管路率の推移

図41　管路の更新率の推移

図42　布設年度別管路延長（令和２年度末現在）
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第４章　現状と課題

図43　連絡管によるバックアップ機能強化

　災害発生時などの非常時には、水道施設の運転停止等による断水や減水が予想され、市民生活
や地域経済活動に大きな影響を及ぼすおそれがあります。しかし、水道は市民生活や経済活動
に欠かすことのできないライフラインとして、非常時においても断水することなく安定した給
水を確保することが求められます。
　地震、浸水、土砂災害、停電、老朽化による施設事故などの各リスクに対応するためには、耐
震化や浸水対策などの個別対策により施設を強靭化していくことが重要となります。しかし、
どれだけ個別対策による施設の強靭化を図ったとしても、そのリスクを完全に払しょくするこ
とはできません。また、本市は水道施設の数が多く、短期間ですべての施設を対象に個別対策を
実施していくことは事業量、財政の観点から難しいため、施設への被害に備え、本市の特徴でも
ある複数の水源を有効に活用し浄水場間で水の相互融通を可能とする連絡管を整備することで、
バックアップ機能の強化を図っていく必要があります。

6)　相互融通体制の構築によるバックアップ機能の強化

浄水場や基幹管路などが事故等で機能が
停止しても、連絡管を整備しておくことで、
安定した給水が行えるようになります。
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第４章　現状と課題

図40　法定耐用年数超過管路率の推移

図41　管路の更新率の推移
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第４章　現状と課題

　高度経済成長期に整備された水道施設の老朽化が進行している今日、増大する更新需要に対
応するため、水道施設の状況を的確に把握し、予防保全の観点で事故等の発生を予防し長寿命化
を図ることにより、更新費用を抑制することが重要となっています。
　また、国においても、平成30（2018）年12月に水道法を改正し、水道施設を良好な状態に保
つため、点検等を通じて水道施設の状態を適切に把握した上で、必要な維持・修繕を行うことを
水道事業者に対し義務付けるとともに、水道事業者が点検を含む維持・修繕を実施するに当たっ
ての基本的な考え方を示した「点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」を策定しま
した。
　こうした状況を踏まえ、点検等により水道施設の状況を適切に把握した上で、予防保全の観点
で計画的な維持・修繕を実施することにより、事故等の発生予防や更新費用の抑制につなげるこ
とが必要です。

４-２.４.水道施設の長寿命化対策

図45　機能と保全

図44　構造物の修繕と補強
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第４章　現状と課題

　災害発生時には、人命の保護を優先するとともに、水道施設が被害を受けた場合には応急給水
や応急復旧などの活動が必要となります。一方で、水道施設の運転管理や水質の管理などの通
常業務については、継続して実施する必要があり、災害の影響によって水道の機能（業務レベル）
が一時的に低下した場合でも、事業の継続が可能な状況までの低下に抑えるとともに、回復時間
をできる限り短縮させ、早期に水道の機能を回復させる必要があります。そのためには、災害な
どさまざまな事象に合わせた「事業継続計画」（BCP¹）の充実・策定が必要となっています。
　また、非常時の応急対策を確実に実施するためには、それぞれの事象に応じた水道危機管理対
策マニュアルの充実を図るとともに、大規模災害に備え、円滑な初動体制の確立や応急給水、応
急復旧及び応援受入れ等に関する訓練を行うなど、さらなる災害対応体制の強化を図ることが
重要です。
　さらに、災害発生時は、被害の大きさによっては広域的な連携が必要となるため、公益社団法
人　日本水道協会²（以下「日本水道協会」という。）をはじめ、近隣の水道事業体や各種団体等と
の災害時応援体制を継続するとともに、大規模災害に備えて住民と連携した応急給水体制を構
築していくことが必要です。

４-２.５.防災力の向上

1  Business Continuity Plan（事業継続計画）の略で、大規模な災害発生時など事業の継続に影響を与える事態が発生し
　 た場合においても、許容限界以上のレベルで事業を継続させ、許容期間内に業務レベルを復旧させることを目的に策定
　 する計画。
2  水道の普及とその健全な発達を図るため、公衆衛生の増進に寄与することを目的として、全国の水道事業体等を会員と
　 して昭和７（1932）年５月12日に設立された公益法人。
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第４章　現状と課題

　高度経済成長期に整備された水道施設の老朽化が進行している今日、増大する更新需要に対
応するため、水道施設の状況を的確に把握し、予防保全の観点で事故等の発生を予防し長寿命化
を図ることにより、更新費用を抑制することが重要となっています。
　また、国においても、平成30（2018）年12月に水道法を改正し、水道施設を良好な状態に保
つため、点検等を通じて水道施設の状態を適切に把握した上で、必要な維持・修繕を行うことを
水道事業者に対し義務付けるとともに、水道事業者が点検を含む維持・修繕を実施するに当たっ
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で計画的な維持・修繕を実施することにより、事故等の発生予防や更新費用の抑制につなげるこ
とが必要です。

４-２.４.水道施設の長寿命化対策

図45　機能と保全

図44　構造物の修繕と補強
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第４章　現状と課題

４-３.「持続」の現状と課題

　将来にわたり安定した水道サービスを提供するには、水道事業を支える技術力等の専門性の
維持・向上と職員の業務遂行能力の向上が不可欠です。
　本市では、組織の効率化による職員数の減少や他部署との人事交流、さらにはベテラン職員の
退職等により、これまで培ってきた技術やノウハウの継承が困難になりつつあり、時代の変化や
課題に対応できる人材の育成が喫緊の課題となっていることから、これらの課題に適切に対応
し、「企業力」の向上を図るため、令和２（2020）年12月に「人財育成基本方針」（職員を最も重要
な財産として位置付ける考えから、「人財」と表現）を策定し、計画的かつ継続的な人材育成に取
り組んでいます。
　今後も、人財育成基本方針の下、職員の業務遂行能力の一層の向上はもとより、事業環境の変
化や新しい課題にも的確に対応できる人材を計画的に育成していくことや、職場での実践教育
や業務のマニュアル化を進めることなどにより技術の継承を推進し、職員一人ひとりが能力を
最大限に発揮できるよう継続的に取り組むことが重要です。
　さらには、適正な職員数を確保し、知識と経験を有する人材を適切に配置するとともに、効率
的で効果的に業務を遂行できる組織体制を構築することや、官民連携や広域連携の手法を活用
することにより水道基盤を強化するなど、人材と組織の両面から組織力を強化していく方策を
検討することが必要です。

４-３.１.専門性の確保と組織力の強化

図46　職員の勤続年数別構成比の推移

第４章　現状と課題

　本市では、これまで、小規模施設の統廃合等による維持管理費の削減を進めるとともに、効率
的な組織体制の構築や浄水場運転管理業務の民間委託、水道料金に関わる営業部門業務の包括
委託による人件費の削減、さらには企業債借入の抑制による支払利息の縮減を図るなど、経営効
率化の取組を推進してきました。
　今後は、本格的な人口減少社会の到来と更新需要の増大により、これまで以上に経営環境が厳
しくなることが見込まれるため、さらなる経営の効率化や経費の削減に努めるとともに、増大す
る更新需要や大規模かつ難易度の高い事業を限られた人材で着実に進めるため、従来の手法や
発想にとらわれることなく業務を見直すことが求められます。
　また、長期的な視点に立ち、将来の事業環境を見据えた水道料金制度と企業債の適正管理のあ
り方についての調査研究を進め、独立採算の原則の基、水道料金収入で賄える経営体制を維持す
ることが必要です。
　さらに、働き方改革や新型コロナウイルス感染症対策等の変化する社会情勢への対応や、業務
の効率化、お客さまサービスの向上などのさまざまな課題に対し、急速なスピードで進展を続け
ているICT¹の積極的な活用が求められています。

４-３.２.経営基盤の強化

1  Information and Communication Technology（情報通信技術）の略で、通信技術を活用したコミュニケーションを
　 いう。情報処理だけではなく、インターネットなどの通信技術を利用したサービスなどの総称。

図47　職員数と人件費・委託料の推移

表42　経営効率化の取組状況

浄水場運転管理業務の委託開始（平日夜間と休日）
組織機構改革実施（本庁業務の集約化）
浄水場運転管理業務委託を拡大（平日昼間の委託拡大）
組織機構改革実施（５営業所を廃止し、営業部門と工務部門を本庁に集約。ただし、当分の間は
小名浜と勿来に工事事務所を配置）
浄水場の職員配置体制の見直し
技術部門の組織再編（２工事事務所を統合して南部工事事務所を新設）
営業部門の委託拡大（包括して委託し、職員数と経費の削減を図る）

総務課の再編（人材育成・防災力向上担当の創設、広報情報係の配置）
経営企画課の再編（財政係と出納係の統合、「経営戦略課」への改称）

年　度 経営効率化の取組
平成11年度
平成12年度
平成17年度

平成19年度

平成23年度

平成25年度

令和2年度
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第４章　現状と課題
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第４章　現状と課題

　水道事業は、健全で良好な自然の水循環の恩恵を受けている一方で、事業活動に伴い、資源で
ある水そのものを利用することで水環境に影響を与えているほか、エネルギーの消費や廃棄物
の排出等により、地球環境に負荷を与えています。そのため、水の循環の健全性を常に意識し、
水道事業の各段階においてさまざまな環境対策を実施しています。
　今後も、水道水源の水質保全にとどまらず、取水から配水過程、オフィス活動までの各段階に
おけるCO₂等の温室効果ガス排出量の削減や、工事の実施過程における建設副産物のリサイク
ル等の推進、省エネルギー対策の推進、再生可能エネルギーの導入に努めるなど、一事業者とし
て環境分野での社会的責任を果たすため、環境に配慮した事業運営に率先して努めていくこと
が必要です。

４-３.３.地球環境への配慮

図49　水道事業の各段階での環境対策のイメージ

図48　企業債残高の推移

浄水場

給水区域

水道水源の水質保全

環境対策車の使用

オフィス活動における環境対策 工事の実施における環境対策
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配水池

配水過程における環境対策

第４章　現状と課題

　水道サービスを将来にわたって持続的に提供していくためには、水道事業を取り巻く状況と
さまざまな課題やこれらに対する取組について情報を共有し、お客さまのご理解をいただくこ
とが重要です。
　本市では、各種施策や経営状況等について、ホームページや広報紙「すいどういわき」等によ
り情報の発信に努めていますが、今後は、お客さまに水道事業をより身近に感じていただき、関
心を寄せていただくため、多様な手法を用いて時機をとらえた情報発信に努めることが必要で
す。

４-３.４.お客さまとのコミュニケーションの向上
1)　積極的な情報の共有

　本市では、お客さまのご意見やご要望等を事業運営に反映させるため、水道週間イベントなど
においてアンケートを実施しているほか、インターネットを活用して、水道事業に関するアンケ
ート調査を実施しています。東日本大震災以降は、原発事故に由来する放射性物質の影響など
から、お客さまの水道水の安全性に対する関心が高い傾向が続いています。
　今後もお客さまのニーズを幅広くかつ的確にとらえ、お客さま満足度のさらなる向上に努め
ることが必要です。

2)　お客さまニーズの把握

図50　水道に期待するもの（アンケート調査結果）
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第４章　現状と課題
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　今後も、水道水源の水質保全にとどまらず、取水から配水過程、オフィス活動までの各段階に
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浄水場

給水区域

水道水源の水質保全

環境対策車の使用

オフィス活動における環境対策 工事の実施における環境対策

取水・浄水過程における環境対策

配水池

配水過程における環境対策

第４章　現状と課題

　水道サービスを将来にわたって持続的に提供していくためには、水道事業を取り巻く状況と
さまざまな課題やこれらに対する取組について情報を共有し、お客さまのご理解をいただくこ
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り情報の発信に努めていますが、今後は、お客さまに水道事業をより身近に感じていただき、関
心を寄せていただくため、多様な手法を用いて時機をとらえた情報発信に努めることが必要で
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４-３.４.お客さまとのコミュニケーションの向上
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　本市では、お客さまのご意見やご要望等を事業運営に反映させるため、水道週間イベントなど
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ート調査を実施しています。東日本大震災以降は、原発事故に由来する放射性物質の影響など
から、お客さまの水道水の安全性に対する関心が高い傾向が続いています。
　今後もお客さまのニーズを幅広くかつ的確にとらえ、お客さま満足度のさらなる向上に努め
ることが必要です。

2)　お客さまニーズの把握

図50　水道に期待するもの（アンケート調査結果）
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第４章　現状と課題

　本市では、これまで、お客さまニーズの把握に努めるとともに、窓口手続きサービスの向上や
断水時間短縮のため水道工事事業者との連携強化を図るなど、水道サービスの向上を図ってき
ました。今後とも、お客さまの立場に立ったサービスの向上に継続的に取り組んでいくことが
重要です。

４-３.５.水道サービスの向上と水道基盤の強化
1)　水道サービスの向上

　平成30（2018）年に改正された水道法（以下「改正水道法」という。）では、水道の拡張整備を
前提とした時代から、既存の水道の基盤を確固たるものとしていくことが求められる時代に変
化していることを踏まえ、法律の目的が「水道の計画的な整備」から「水道の基盤強化」に変更さ
れ、基盤強化のための手段の一つとして「広域連携の推進」や「官民連携の推進」が盛り込まれま
した。
　広域連携については、昭和41（1996）年の市の発足に合わせ複数の水道事業を統合して現在
に至っており、既に一定の広域化は図られているものと考えておりますが、ソフト的な連携を含
めた広域連携のあり方について、継続して検討していく必要があります。また、官民連携につい
ては、改正水道法において新たなコンセッション方式¹が水道事業の運営方法のひとつに加えら
れましたが、今後ともよりよい事業運営のあり方などについて、調査・研究していく必要があり
ます。

2)　広域連携と官民連携による水道基盤の強化

1  公共施設の所有権を地方公共団体が所有したまま施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定する方式をいう。
　 地方公共団体が水道事業者としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣の許可を受けて、公共施設等運営権を民間事
　 業者に設定できる仕組みが創設された。

第５章
将来の事業環境(長期的な見通し)

５-１．給水人口・水需要の推計

５-２．水道料金収入の推計

５-３．アセットマネジメントの実践

62



第４章　現状と課題

　本市では、これまで、お客さまニーズの把握に努めるとともに、窓口手続きサービスの向上や
断水時間短縮のため水道工事事業者との連携強化を図るなど、水道サービスの向上を図ってき
ました。今後とも、お客さまの立場に立ったサービスの向上に継続的に取り組んでいくことが
重要です。

４-３.５.水道サービスの向上と水道基盤の強化
1)　水道サービスの向上

　平成30（2018）年に改正された水道法（以下「改正水道法」という。）では、水道の拡張整備を
前提とした時代から、既存の水道の基盤を確固たるものとしていくことが求められる時代に変
化していることを踏まえ、法律の目的が「水道の計画的な整備」から「水道の基盤強化」に変更さ
れ、基盤強化のための手段の一つとして「広域連携の推進」や「官民連携の推進」が盛り込まれま
した。
　広域連携については、昭和41（1996）年の市の発足に合わせ複数の水道事業を統合して現在
に至っており、既に一定の広域化は図られているものと考えておりますが、ソフト的な連携を含
めた広域連携のあり方について、継続して検討していく必要があります。また、官民連携につい
ては、改正水道法において新たなコンセッション方式¹が水道事業の運営方法のひとつに加えら
れましたが、今後ともよりよい事業運営のあり方などについて、調査・研究していく必要があり
ます。

2)　広域連携と官民連携による水道基盤の強化

1  公共施設の所有権を地方公共団体が所有したまま施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定する方式をいう。
　 地方公共団体が水道事業者としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣の許可を受けて、公共施設等運営権を民間事
　 業者に設定できる仕組みが創設された。

第５章
将来の事業環境(長期的な見通し)

５-１．給水人口・水需要の推計

５-２．水道料金収入の推計

５-３．アセットマネジメントの実践

63



第５章　将来の事業環境（長期的な見通し）

５-１.給水人口・水需要の推計

　給水人口・水需要予測の推計期間は、令和３（2021）年度から水道施設総合整備計画における
計画終期である令和54（2072）年度の52年間としました。

５-１.１.推計期間

　給水人口と水需要の将来予測は、図 51の各フローの手順により推計します。
　給水人口予測の推計方法は、コーホート要因法¹により推計します。
　水需要の推計方法は、用途別に推計を行います。用途は生活用、公共用、業務・営業用、工場
用及び特殊用の５つに分類し推計します。生活用の推計では、給水人口予測の推計結果を基に
予測を行います。それ以外の用途では、時系列傾向分析²を用いて計算を行います。
　なお、今回の推計では、最適な水道施設の将来像の検討（水道施設の規模等の設定）を行うため、
地区（水系）別の配水量の推計を行う必要があることから、町丁別に推計を行っています。

５-１.２.推計方法

1  ある基準年次の男女年齢階級別人口を出発点とし、各コーホート（同時出生集団、本推計では男女5歳階級別）ごとに仮
　 定された生残率、純移動率、出生率及び出生比を適用して将来人口を推計する方法。
2  時系列的な傾向を分析し、単一方程式からなる傾向曲線に当てはめ、これを将来へ延長することによって行う推計方法。

図51　給水人口と水需要の推計フロー
 

① 市全体の人口の推計（町丁別）

② 行政区域内人口の推計（町丁別）

③ 給水区域外人口の推計（町丁別）

④ 給水区域内人口の推計（町丁別）
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第５章　将来の事業環境（長期的な見通し）

　本市の給水人口は、年々減少しており今後も減少傾向が続くものと見込まれ、令和元（2019）
年度の325,656人（上水道）から令和54（2072）年度には、41.2％減少（134,016人減少）し、
191,640人（上水道）になる見込みです。
　有収水量も減少することが見込まれ、令和元（2019）年度の36,025,818㎥（上水道）から令
和54（2072）年度には、30.9％減少（11,144,133㎥減少）し、24,881,685㎥（上水道）になる
見込みです。
　簡易水道においても同様に減少することが見込まれます。

５-１.３.推計結果

表43　上水道の給水人口・水需要の推計結果（R1～ R54）

図52　上水道の給水人口・水需要の推計結果（R1～ R54）

表44　簡易水道の給水人口・水需要の推計結果（R1～ R54）

項目

給水人口(人)

年間有収水量(㎥)

年間配水量(㎥)

日平均配水量(㎥/日)

日最大配水量(㎥/日)

Ｒ1
2019

325,656

36,025,818

41,605,643

113,677

138,320

Ｒ4
2022

320,351

36,197,780

40,216,065

110,181

128,505

Ｒ9
2027

307,295

35,036,448

38,932,518

106,373

124,058

Ｒ14
2032

293,939

33,702,275

37,446,080

102,592

119,646

Ｒ19
2037

280,270

32,465,290

36,070,395

98,823

115,257

Ｒ24
2042

266,200

31,225,020

34,694,710

95,054

110,854

Ｒ29
2047

252,008

30,074,952

33,413,604

91,294

106,474

Ｒ34
2052

238,163

28,807,625

32,008,310

87,694

102,271

Ｒ39
2057

225,203

27,705,690

30,785,195

84,343

98,372

Ｒ44
2062

213,222

26,697,560

29,664,280

81,272

94,787

Ｒ49
2067

202,140

25,839,234

28,706,112

78,432

91,472

Ｒ54
2072

191,640

24,881,685

27,646,195

75,743

88,340

項目

給水人口(人)

年間有収水量(㎥)

年間配水量(㎥)

日平均配水量(㎥/日)

日最大配水量(㎥/日)

Ｒ1
2019

4,019

437,631

547,528

1,496

2,013

Ｒ4
2022

3,976

421,940

538,010

1,474

1,841

Ｒ9
2027

3,685

393,816

501,420

1,370

1,712

Ｒ14
2032

3,399

364,635

464,280

1,272

1,588

Ｒ19
2037

3,120

336,165

427,415

1,171

1,464

Ｒ24
2042

2,846

307,695

391,645

1,073

1,340

Ｒ29
2047

2,574

280,722

357,948

978

1,221

Ｒ34
2052

2,335

254,405

324,120

888

1,109

Ｒ39
2057

2,135

233,600

297,110

814

1,017

Ｒ44
2062

1,983

218,270

277,765

761

951

Ｒ49
2067

1,847

204,228

259,494

709

886

Ｒ54
2072

1,723

192,355

244,550

670

837

※日最大配水量は、簡易水道ごとの日最大配水量の計

㎥㎥
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第５章　将来の事業環境（長期的な見通し）
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280,722

357,948

978

1,221

Ｒ34
2052

2,335

254,405

324,120

888

1,109

Ｒ39
2057

2,135

233,600

297,110

814

1,017

Ｒ44
2062

1,983

218,270

277,765

761

951

Ｒ49
2067

1,847

204,228

259,494

709

886

Ｒ54
2072

1,723

192,355

244,550

670

837

※日最大配水量は、簡易水道ごとの日最大配水量の計
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第５章　将来の事業環境（長期的な見通し）

５-２.水道料金収入の推計

　現行の料金体系を維持した場合の水道料金収入（給水収益）は、給水人口等の減少に比例して
減少傾向が続くものと見込まれ、上水道では、平成29（2017）年度から令和３（2021）年度まで
の５年間の合計で408億5千2百万円に対し、令和49（2067）年度から令和53（2071）年度の５
年間の合計は282億9千百万円となり30.7％減少（125億6千百万円減少）する見込みです。
　簡易水道では、平成29（2017）年度から令和３（2021）年度までの５年間の合計で4億6千百
万円に対し、令和49（2067）年度から令和53（2071）年度の５年間の合計は、2億1千万円とな
り54.4％減少する見込みです。

図53　簡易水道の給水人口・水需要の推計結果（R1～ R54）

表45　水道料金収入の推計

図54　水道料金収入の推計

項　目

給水収益
（千円）

上水道

簡易水道

Ｈ29～Ｒ3
2017～ 2021

40,852,250

461,117

Ｒ4～Ｒ8
2022～ 2026

39,717,537

433,613

Ｒ9～Ｒ13
2027 ～ 2031

38,348,131

403,570

Ｒ14～Ｒ18
2032 ～ 2036

36,952,341

373,395

Ｒ19～Ｒ23
2037 ～ 2041

35,574,100

343,676

Ｒ24～Ｒ28
2042 ～ 2046

34,191,478

313,342

Ｒ29～Ｒ33
2047 ～ 2051

32,850,740

284,624

Ｒ34～Ｒ38
2052 ～ 2056

31,552,807

259,994

Ｒ39～Ｒ43
2057 ～ 2061

30,367,827

240,619

Ｒ44～Ｒ48
2062 ～ 2066

29,279,866

224,333

Ｒ49～Ｒ53
2067 ～ 2071

28,291,126

210,286
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図55　アセットマネジメントの実践イメージ

図56　水道事業におけるアセットマネジメントの構成要素と実践サイクル

５-３.アセットマネジメントの実践

　本市では、今後、高度経済成長期以降に整備した施設の老朽化が進み、更新需要が増大するこ
とが見込まれる中、基幹水道施設が順次更新時期を迎え水道施設の再構築が本格化することに
加え、東日本大震災や令和元年東日本台風災害の経験を踏まえた災害に強い水道の構築を進め
ていく必要があるなど、施設の整備・更新に係る費用は増加することが見込まれています。
　一方、水道事業の主たる財源である水道料金収入は、給水人口の減少などの影響により今後も
減少することが見込まれ、経営環境はきわめて厳しい状況が続いていくものと考えられます。
　このため、水道事業が長期にわたって持続可能なものとするため、厚生労働省が推奨するアセ
ットマネジメントの実践により、長期的視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって
効率的かつ効果的な事業運営を実現することを目指します。

５-３.１.アセットマネジメントの目的

① 必要情報の整備

② ミクロマネジメント
　 の実施

③ マクロマネジメント
　 の実施

④ 更新需要・財政収支
　 見通しの活用

ミクロマネジメントやマクロマネジメントの実施に必要な基本情報を収集・蓄積・整理するものであり、両要素間を有
機的に連結させる役割を果たす。

個別の水道施設ごとに「運転管理・点検調査」などの日常的な維持管理や「施設の診断と評価」を実施し、マクロマネジ
メントの実施に必要なデータの収集や整備等を行う。

水道施設全体の視点から各施設の重要度・優先度を考慮した上で、中長期的な観点から「更新需要見通し」及び「財政
収支見通し」について検討する。

地域施設整備計画等の計画作成や、水道利用者等に対して事業の必要性・効果を説明するための情報提供に、マクロマ
ネジメントの実施を通じて得られた「更新需要見通し」及び「財政収支見通し」に関する検討成果を活用する。
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第５章　将来の事業環境（長期的な見通し）

５-２.水道料金収入の推計

　現行の料金体系を維持した場合の水道料金収入（給水収益）は、給水人口等の減少に比例して
減少傾向が続くものと見込まれ、上水道では、平成29（2017）年度から令和３（2021）年度まで
の５年間の合計で408億5千2百万円に対し、令和49（2067）年度から令和53（2071）年度の５
年間の合計は282億9千百万円となり30.7％減少（125億6千百万円減少）する見込みです。
　簡易水道では、平成29（2017）年度から令和３（2021）年度までの５年間の合計で4億6千百
万円に対し、令和49（2067）年度から令和53（2071）年度の５年間の合計は、2億1千万円とな
り54.4％減少する見込みです。

図53　簡易水道の給水人口・水需要の推計結果（R1～ R54）

表45　水道料金収入の推計

図54　水道料金収入の推計

項　目

給水収益
（千円）

上水道

簡易水道

Ｈ29～Ｒ3
2017～ 2021

40,852,250

461,117

Ｒ4～Ｒ8
2022～ 2026

39,717,537

433,613
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2027 ～ 2031

38,348,131

403,570

Ｒ14～Ｒ18
2032 ～ 2036

36,952,341

373,395
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35,574,100

343,676

Ｒ24～Ｒ28
2042 ～ 2046

34,191,478
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31,552,807

259,994

Ｒ39～Ｒ43
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29,279,866
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図55　アセットマネジメントの実践イメージ

図56　水道事業におけるアセットマネジメントの構成要素と実践サイクル

５-３.アセットマネジメントの実践

　本市では、今後、高度経済成長期以降に整備した施設の老朽化が進み、更新需要が増大するこ
とが見込まれる中、基幹水道施設が順次更新時期を迎え水道施設の再構築が本格化することに
加え、東日本大震災や令和元年東日本台風災害の経験を踏まえた災害に強い水道の構築を進め
ていく必要があるなど、施設の整備・更新に係る費用は増加することが見込まれています。
　一方、水道事業の主たる財源である水道料金収入は、給水人口の減少などの影響により今後も
減少することが見込まれ、経営環境はきわめて厳しい状況が続いていくものと考えられます。
　このため、水道事業が長期にわたって持続可能なものとするため、厚生労働省が推奨するアセ
ットマネジメントの実践により、長期的視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって
効率的かつ効果的な事業運営を実現することを目指します。

５-３.１.アセットマネジメントの目的

① 必要情報の整備

② ミクロマネジメント
　 の実施

③ マクロマネジメント
　 の実施

④ 更新需要・財政収支
　 見通しの活用

ミクロマネジメントやマクロマネジメントの実施に必要な基本情報を収集・蓄積・整理するものであり、両要素間を有
機的に連結させる役割を果たす。

個別の水道施設ごとに「運転管理・点検調査」などの日常的な維持管理や「施設の診断と評価」を実施し、マクロマネジ
メントの実施に必要なデータの収集や整備等を行う。

水道施設全体の視点から各施設の重要度・優先度を考慮した上で、中長期的な観点から「更新需要見通し」及び「財政
収支見通し」について検討する。

地域施設整備計画等の計画作成や、水道利用者等に対して事業の必要性・効果を説明するための情報提供に、マクロマ
ネジメントの実施を通じて得られた「更新需要見通し」及び「財政収支見通し」に関する検討成果を活用する。
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第５章　将来の事業環境（長期的な見通し）

図57　上水道　法定耐用年数で更新した場合の更新需要

図58　簡易水道　法定耐用年数で更新した場合の更新需要

　法定耐用年数で更新した場合、上水道では、令和54（2072）年度までの更新需要の総額は
5,838億円に及び、１年当たりの平準化額は約110億円になります。簡易水道では、令和54
（2072）年度までの更新需要の総額は158億円になり、１年当たりの平準化額は約3億円になり
ます。

５-３.２.更新需要と平準化
1)　法定耐用年数で更新した場合の更新需要

第５章　将来の事業環境（長期的な見通し）

図59　上水道　健全施設の供用延長や長寿命化対策による延命化を踏まえた更新需要

図60　簡易水道　健全施設の供用延長や長寿命化対策による延命化を踏まえた更新需要

　健全施設の供用延長や長寿命化対策による延命化を踏まえた場合、令和54（2072）年度まで
の更新需要の総額は2,110億円になり、法定耐用年数で更新した場合と比較して68.9％縮減
（3,728億円減）し、１年当たりの平準化額は約40億円になります。簡易水道では、令和54
（2072）年度までの更新需要の総額は58億円になり、法定耐用年数で更新した場合と比較して
63.4％縮減（10億円減）し、１年当たりの平準化額は約１億円になります。

2)　健全施設の供用延長等を踏まえた更新需要
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第５章　将来の事業環境（長期的な見通し）

図57　上水道　法定耐用年数で更新した場合の更新需要

図58　簡易水道　法定耐用年数で更新した場合の更新需要
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（2072）年度までの更新需要の総額は158億円になり、１年当たりの平準化額は約3億円になり
ます。
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1)　法定耐用年数で更新した場合の更新需要
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図59　上水道　健全施設の供用延長や長寿命化対策による延命化を踏まえた更新需要

図60　簡易水道　健全施設の供用延長や長寿命化対策による延命化を踏まえた更新需要

　健全施設の供用延長や長寿命化対策による延命化を踏まえた場合、令和54（2072）年度まで
の更新需要の総額は2,110億円になり、法定耐用年数で更新した場合と比較して68.9％縮減
（3,728億円減）し、１年当たりの平準化額は約40億円になります。簡易水道では、令和54
（2072）年度までの更新需要の総額は58億円になり、法定耐用年数で更新した場合と比較して
63.4％縮減（10億円減）し、１年当たりの平準化額は約１億円になります。

2)　健全施設の供用延長等を踏まえた更新需要
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第５章　将来の事業環境（長期的な見通し）

表46　上水道　財政シミュレーション（令和4年度～令和54年度）

　水道料金収入の推計及び健全施設の供用延長を勘案して算出した更新需要等を踏まえて策定
した水道施設総合整備計画を反映した財政シミュレーションの結果は次のとおりです。給水収
益の減少により令和９（2027）年度からは資金残高に不足が生じ、令和54（2072）年度までに
833,8億円の資金不足が生じる見込みであり、定期的に料金水準の見直し等の財源確保の検討が
必要となり、経営環境は厳しい状況が続くものとなっています。

５-３.３.財政シミュレーション（令和4年度～令和54年度）

税
込
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表47　簡易水道　財政シミュレーション（令和4年度～令和54年度）
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第５章　将来の事業環境（長期的な見通し）

表46　上水道　財政シミュレーション（令和4年度～令和54年度）

　水道料金収入の推計及び健全施設の供用延長を勘案して算出した更新需要等を踏まえて策定
した水道施設総合整備計画を反映した財政シミュレーションの結果は次のとおりです。給水収
益の減少により令和９（2027）年度からは資金残高に不足が生じ、令和54（2072）年度までに
833,8億円の資金不足が生じる見込みであり、定期的に料金水準の見直し等の財源確保の検討が
必要となり、経営環境は厳しい状況が続くものとなっています。

５-３.３.財政シミュレーション（令和4年度～令和54年度）
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表47　簡易水道　財政シミュレーション（令和4年度～令和54年度）
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第６章　将来像と方向性

６-１.目指すべき将来像

　基本理念の下、水道事業を取り巻くさまざまな課題を踏まえた本市の「目指すべき将来像」は
次のとおりです。この目指すべき将来像は、「水道施設総合整備計画」で導き出した将来像と整
合を図るとともに、厚生労働省が新水道ビジョンに示す水道の理想像を実現するために掲げた
「安全」、「強靭」、「持続」の３つの観点から導き出しています。

将来像１　安全を確保し、おいしい水道水を供給できる水道

（安全の課題）
■安全な水の確保
■適正な水質管理
■給水装置等の適正管理

将来像２　災害に強い水道システムを構築し、確実な給水ができる水道

（強靭の課題）
■水道施設の再構築
■自然災害等への対策
■個別対策と相互融通によるバックアップ機能強化
■水道施設の長寿命化対策
■防災力の向上

将来像３　供給体制の持続性を確保し、安定的な経営基盤を確立できる水道

（持続の課題）
■専門性の確保と組織力の強化
■経営基盤の強化
■地球環境への配慮
■お客さまとのコミュニケーションの向上
■水道サービスの向上と水道基盤の強化

第６章　将来像と方向性

図61　水道施設の将来像イメージ

平浄水場、上野原浄水場、泉浄水場、山玉浄水場及び法田ポンプ場の

５つの浄水場を存続させ、中央に位置する泉浄水場を最大限活用することにより、

平常時はもとより、災害時などの非常時においても

安全でおいしい水道水を安定的に供給できる水道施設（体制）を構築し、

３つの将来像を実現します。

個別対策による施設の強靭化と

相互融通体制の構築によるバックアップ機能強化により、

災害等で浄水場が機能停止となった場合などにおいても、

他の浄水場水系から必要な水量を確保することで、

断水を最小化することができます。
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第６章　将来像と方向性

６-１.目指すべき将来像

　基本理念の下、水道事業を取り巻くさまざまな課題を踏まえた本市の「目指すべき将来像」は
次のとおりです。この目指すべき将来像は、「水道施設総合整備計画」で導き出した将来像と整
合を図るとともに、厚生労働省が新水道ビジョンに示す水道の理想像を実現するために掲げた
「安全」、「強靭」、「持続」の３つの観点から導き出しています。

将来像１　安全を確保し、おいしい水道水を供給できる水道

（安全の課題）
■安全な水の確保
■適正な水質管理
■給水装置等の適正管理

将来像２　災害に強い水道システムを構築し、確実な給水ができる水道

（強靭の課題）
■水道施設の再構築
■自然災害等への対策
■個別対策と相互融通によるバックアップ機能強化
■水道施設の長寿命化対策
■防災力の向上

将来像３　供給体制の持続性を確保し、安定的な経営基盤を確立できる水道

（持続の課題）
■専門性の確保と組織力の強化
■経営基盤の強化
■地球環境への配慮
■お客さまとのコミュニケーションの向上
■水道サービスの向上と水道基盤の強化

第６章　将来像と方向性

図61　水道施設の将来像イメージ

平浄水場、上野原浄水場、泉浄水場、山玉浄水場及び法田ポンプ場の

５つの浄水場を存続させ、中央に位置する泉浄水場を最大限活用することにより、

平常時はもとより、災害時などの非常時においても

安全でおいしい水道水を安定的に供給できる水道施設（体制）を構築し、

３つの将来像を実現します。

個別対策による施設の強靭化と

相互融通体制の構築によるバックアップ機能強化により、

災害等で浄水場が機能停止となった場合などにおいても、

他の浄水場水系から必要な水量を確保することで、

断水を最小化することができます。
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第６章　将来像と方向性

６-２.「安全」「強靭」「持続」の方向性

　さまざまな課題に適切に対応し、目指すべき将来像の実現に向けた歩みを着実に進めるため
施策の方向性を定め、具体的な施策を展開していきます。

基本理念「未来に引き継ぐいわきの水道」
～ 安全でおいしい水を必要なだけ ～

３つの将来像

【安全】
安全を確保し、おいしい水道
水を供給できる水道

【強靭】
災害に強い水道システムを
構築し、確実な給水ができる
水道

【持続】
供給体制の持続性を確保し、
安定的な経営基盤を確立で
きる水道

３つの将来像ごとの方向性

【安全】
安全でおいしい水道水の
供給

【強靭】
最適で災害に強い水道
システムの構築

【持続】
持続可能な経営基盤の確立

第６章　将来像と方向性

６-３.基本方針

　「未来に引き継ぐいわきの水道　～安全でおいしい水を必要なだけ～」を基本理念に掲げ、目
指すべき将来像の実現に向けた施策の方向性「安全でおいしい水道水の供給」、「最適で災害に強
い水道システムの構築」及び「持続可能な経営基盤の確立」ごとに基本方針を示し、基本方針の下、
具体的な施策を展開することで、計画的かつ効果的に事業を推進していきます。

安全の方向性　安全でおいしい水道水の供給

【基本方針】
水源から蛇口までの統合的な安全対策の推進により、
安心して飲める水道を目指す

強靭の方向性　最適で災害に強い水道システムの構築

【基本方針】
災害経験や将来の水需要を踏まえた、
効率的で災害に強い水道システムを目指す

持続の方向性　持続可能な経営基盤の確立

【基本方針】
本格的な人口減少社会にあっても、
健全で安定的な事業運営を目指す
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第６章　将来像と方向性

６-２.「安全」「強靭」「持続」の方向性

　さまざまな課題に適切に対応し、目指すべき将来像の実現に向けた歩みを着実に進めるため
施策の方向性を定め、具体的な施策を展開していきます。
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災害に強い水道システムを
構築し、確実な給水ができる
水道
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供給体制の持続性を確保し、
安定的な経営基盤を確立で
きる水道

３つの将来像ごとの方向性
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【強靭】
最適で災害に強い水道
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持続可能な経営基盤の確立
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６-３.基本方針

　「未来に引き継ぐいわきの水道　～安全でおいしい水を必要なだけ～」を基本理念に掲げ、目
指すべき将来像の実現に向けた施策の方向性「安全でおいしい水道水の供給」、「最適で災害に強
い水道システムの構築」及び「持続可能な経営基盤の確立」ごとに基本方針を示し、基本方針の下、
具体的な施策を展開することで、計画的かつ効果的に事業を推進していきます。

安全の方向性　安全でおいしい水道水の供給

【基本方針】
水源から蛇口までの統合的な安全対策の推進により、
安心して飲める水道を目指す

強靭の方向性　最適で災害に強い水道システムの構築

【基本方針】
災害経験や将来の水需要を踏まえた、
効率的で災害に強い水道システムを目指す

持続の方向性　持続可能な経営基盤の確立

【基本方針】
本格的な人口減少社会にあっても、
健全で安定的な事業運営を目指す
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第７章
取り組む施策と事業

７-１．施策展開の視点と施策の柱

７-２．施策体系図

７-３．施策と事業

７-４．ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と
　　　水みらいビジョンの取組


